
 

 

夫やパートナーからの暴力・・・法はどこまで私の力になってくれるの？ 

離婚したい・・・親権は？子の氏は？養育費は？財産分与は？ 

性暴力・ストーカー・・・もうこれ以上、傷つかないために。 

セクシュアル・ハラスメント・・・私は声をあげてもいいの？ 

 

2025 年1 月 23 日(木) 
午後 1 時から 5 時の間で、おひとり 25 分間 

■ 定員：8 名（完全予約制、先着順）   ■ 費用：無料 

■ 会場：いずみさの女性センター 相談室 

レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター内１階 

■ 対象：泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町、阪南市、岬町に 

在住または在勤、在学の女性 

■ 一時保育：3 か月から就学前まで。若干名。申込時にお伝えください。 
 

■ 申込：12 月 2 日（月）から 
 

≪申込み・問合せ先≫   

泉佐野市 人権推進課 男女共同参画係 

TEL：０７２-４６３-１２１２（内線 2495） 

FAX：０７２-４６４-９３１４ 

E-mail：hitohito@city.izumisano.lg.jp 
〒598-8550 泉佐野市市場東 1 丁目 1 番 1 号 

受付時間：月～金曜日 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分 

 

この事業は、「国際ソロプチミスト大阪－りんくう」 

様のご寄附により実施します。 

女性弁護士による 

 

 

《申込フォーム》 

←こちらからも 
お申込できます。 


